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資料１ 計画策定の趣旨と計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

（１）計画策定の趣旨 

男女共同参画社会とは、男女が個人として尊重され、性別に関わりなく自己の能力を自らの

意思に基づいて発揮でき、あらゆる分野に対等な立場で参画し、ともに責任を負う社会です。 

我が国においては、平成 11 年（1999 年）に男女平等の実現に向けた取組をより進めるとと

もに、少子高齢化や経済情勢の変化に対応するため、男女が性別に関係なく個性と能力を十分

に発揮できる社会を実現することを目的とし、「男女共同参画社会基本法」が施行されました。 

同法では、「少子高齢化の進行等、我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していくため

に、男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題であり、社会のあ

らゆる分野において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進することが重要であ

る」とし、市町村に対しては、当該市町村における男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的な計画である「市町村男女共同参画計画」の策定を努力義務として定めています。 

その後も、国は男女平等の実現に向けて法整備を行い、平成 13 年（2001 年）には配偶者か

らの暴力の防止と被害者の保護と自立支援等について定めた「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律」（配偶者暴力防止法）を、平成 28年（2016年）４月には、女性が職

業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目

的とした、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」をそれぞれ

施行しました。 

また、令和２年（2020 年）12 月には、人口減少社会の本格化やジェンダー平等に向けた世

界的な潮流などを背景に、政策・方針決定過程への女性の参画拡大、地域活動における女性の

活躍・男女共同参画など 11 の個別分野を設けた「第５次男女共同参画基本計画」が閣議決定

されました。直近の動きとしては、令和８年度（2026年度）開始予定の「第６次男女共同参画

基本計画」の策定に向けて取り組んでいます。 

屋久島町では、平成 26 年（2014 年）３月に「屋久島町男女共同参画基本計画」（平成 27 年

度（2015年度）～令和６年度（2024年度））を策定し、屋久島町の男女共同参画の推進に取り

組んできました。 

この間も、国は、女性の活躍推進や暴力の防止、男女共同参画に向けて、様々な法の施行や

改正等に取り組んできました。 

この度、「屋久島町男女共同参画基本計画」の計画期間が令和６年度（2024 年度）で終了し

たことから、これらの社会情勢の変化や法制度の拡充等を踏まえ、男女共同参画社会の実現に

向けた施策の一層の推進を図ることを目的として「第２次屋久島町男女共同参画基本計画」を

策定します。 
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（２）男女共同参画とは 

「男女共同参画」とは、単に男女が共に活動に参加するだけではなく、活動の中心として意

思決定に参加するなど、より主体的・積極的に関わっていくことを表します。 

そして、社会のあらゆる分野で男女が共に参画し、均等に利益を享受できる「男女共同参画

社会」の形成は、世界的に重要な課題とされており、日本でも男女共同参画社会の形成に向け

た取組が行われています。 

 

【参考】内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会とは」 
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出典：内閣府男女共同参画局ＷＥＢサイト 
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２ 男女共同参画社会の形成をめぐる動向 

（１）世界の動向 

①世界の主な動向 

昭和 50年（1975年）、女性の地位向上を目指した世界的規模の行動を促すため、国連はこの

年を「国際婦人年」と定めました。同年、メキシコシティーで開催された「国際婦人年世界会

議」において「世界行動計画」が採択され、昭和 51（1976）年から昭和 60（1985）年までを

「国連婦人の 10年」と宣言し、各種施策が推進されました。 

平成７年（1995年）９月には、北京にてアジアで初めての開催となる、第４回世界女性会議

が開催され、「平等、開発及び平和のための行動」をスローガンに、女性の人権に関する最も包

括的で高い水準の国際文書である「北京宣言及び行動綱領」が採択されました。その後、「北京

宣言及び行動綱領」は、５年ごとに取組状況について世界全体でフォローアップ（状況の確認・

追跡）が行われています。 

平成 27 年（2015 年）に、は「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が国連で採択さ

れ、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の 17 のゴールのうち、ゴール５として「ジェンダー平

等とすべての女性・女児のエンパワーメント」が掲げられました。 

令和７年（2025年）には、「北京宣言及び行動綱領」の採択から 30年にあたることから、「北

京＋30」として、第 69 回国連女性の地位委員会が開催され、30 年間の進展と課題が議論され

ました。 

委員会では、どの国も未だジェンダー平等と女性と女子のエンパワーメントを完全に達成し

ていないこと、行動綱領の進展が遅いことなどを指摘し、北京宣言及び行動綱領及びこれまで

の国連女性の地位委員会による宣言等を再確認するとともに、これらを完全・効果的かつ加速

的に実施することについて改めて合意しています。 

 

 

【ＳＤＧｓの 17のゴール 

「５ ジェンダー平等とすべての女性・女児のエンパワーメント」】 
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②ジェンダーギャップ指数 

スイスの非営利財団「世界経済フォーラム」は、例年、各国の統計をもとに男女格差を測る

「Global Gender Gap Report（グローバル・ジェンダーギャップ・レポート）」を公表してい

ます。 

令和７年（2025年）６月 12日に、最新のデータである 2025年版が公表されました。この指

数は、経済、政治、教育、健康の４つの分野のデータから作成され、０が完全不平等、１が完

全平等を示しています。日本の総合スコアは 0.666（前年 0.663）とやや上昇し過去最高とな

ったものの、順位は前年と同じ 118位となっており、Ｇ７の中では最下位となっています。 

分野別でみると、女性管理職比率や女性議員・閣僚の比率が低いことが影響し、経済参画が

0.613（112位）、政治参画が 0.085（125位）となっています。 

 

 

 

出典：内閣府男女共同参画室ＷＥＢサイト  
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（２）国の動向 

現行の屋久島町男女共同参画基本計画策定後の国の動向として、おおまかに法律の施行・改

正による女性の活躍推進と権利擁護推進、働き方改革の推進による男女がともに働きやすい社

会の構築に取り組んでいます。 

 

 

平成 28 年 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」）の全

面施行 

平成 30年 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の施行 

令和元年 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下「配偶者暴力防止

法」 別称「ＤＶ防止法」)の改正 

令和元年 「女性活躍推進法」などの改正 

令和３年 「育児・介護休業法」改正 

令和６年 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行 

 

 

①令和７年版「女性版骨太の方針（女性活躍・男女共同参画の重点方針）」 

国は、毎年６月をめどに、女性活躍・男女共同参画の取組を加速するために「女性版骨太の

方針（女性活躍・男女共同参画の重点方針）」を政府決定しています。 

最新の令和７年（2025 年）版では、「女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり」を方針

の一つに掲げています。 

この方針では、女性の地方から都市部への移動が見られることを踏まえ、地方での男女共同

参画の推進と性別に関する偏見等を解消し女性が住みやすい地方を構築することが重要であ

るとして、全国各地での女性の起業支援、魅力的な職場や学びの場づくりなどに取り組むとし

ています。 
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②第６次男女共同参画基本計画の策定 

現在、政府は、男女共同参画社会の形成促進に向けた国の施策をまとめた「第６次男女共同

参画基本計画」の策定に取り組んでいます。（令和７年 12月に閣議決定予定） 

直近の動きとして、７月に公開された骨子案では、国際社会と比較して政治・経済分野等の

男女共同参画の進捗が遅れていることや、若者・女性の地方からの流出などを課題として挙げ

ており、取り組むべき事項を 12 分野の政策領域に分類し、それぞれ方向性と具体的な取組を

記載しています。 

 

 

 

 分野 

１ ライフステージに応じて全ての人が希望する働き方を選択できる社会の実現 

２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

３ 女性の所得向上と経済的自立の実現 

４ テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進 

５ ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実 

６ 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 

７ 防災・復興における男女共同参画の推進 

８ 地域における男女共同参画の状況に応じた取組の推進 

９ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

10 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

11 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 
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（３）県の動向 

鹿児島県は現在、「第４次鹿児島県男女共同参画基本計画」（令和５年度～令和９年度）に基

づき、男女共同参画を推進しています。 

計画では、男女共同参画・ジェンダー平等の理解促進や、男女共同参画の視点に立った地域

づくりなどをポイントとして挙げ、教育・学習の推進などに取り組んでいます。 

また、令和５年度（2023年度）には、女性支援新法に基づく新たな計画として「鹿児島県困

難な問題を抱える女性への支援基本計画」（令和６年度～令和 10年度）を策定しました。 

 

 

第４次鹿児島県男女共同参画基本計画 

目
指
す
姿 

一人ひとりの人権が尊重され 

○多様な生き方が選択でき、個性や能力が発揮できる社会 

○誰もが安心して暮らすことができる地域社会 

 

重点目標 

 

戦略的取組 
   

１ 男女共同参画社会の形成に向けた固定的な性別役割分担意識や無意識

の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消，教育・学習の推進 

 
①
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
政
策
・
方
針
決

定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画
拡
大
に
向
け

た
取
組 

②
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
地
域

づ
く
り
に
向
け
た
取
組 

③
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
男
女
共
同
参
画
の

理
解
促
進
や
，
多
様
な
選
択
を
可
能
に
す

る
た
め
の
教
育
現
場
に
お
け
る
取
組 

２ 誰もが能力を発揮しながら希望する働き方ができる環境整備 

 

３ 生涯を通じた健康支援 

 

４ 男女の人権を侵害するあらゆる暴力の根絶 

 

５ 男女共同参画の視点に立った，生活上の困難に対する支 

援と多様性を尊重する環境の整備 

 

６ 男女共同参画の視点に立った地域づくりの推進 

 

  

 

鹿児島県困難な問題を抱える女性への支援基本計画 

課
題 

○支援対象者として発見されていない女性の早期把握 

〇支援施策等の認知度の向上         〇相談窓口の充実 

〇相談者のニーズに合わせた支援体制の充実  〇一時保護及び施設入所の適切な実施 
 

支援内容 

 

支援体制 
   

１ アウトリーチ等による早期把握 

２ 居場所の提供  ３ 相談支援 

４ 一時保護    ５ 被害回復支援 

など９項目 

 
〇女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自

立支援施設の役割と連携の体制 

〇県、市町村、警察、児童相談所、男女共同参画セ

ンターなどの関係機関の連携の体制  など 
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３ 計画の位置付け 

（１）計画の位置づけ 

第２次屋久島町男女共同参画基本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第３項に基づ

く「市町村男女共同参画計画」として策定します。 

また、現行計画に引き続き「配偶者暴力防止法」第２条の３第３項に基づく「市町村基本計

画」を一体的に策定するとともに、新たに女性活躍推進法第６条第２項に基づく「市町村推進

計画」及び困難な問題を抱える女性への支援法第８条第３項に基づく「市町村基本計画」を包

含して策定します。 

町内においては、本町の最上位計画である「屋久島町第二次長期振興計画」の方針に基づく

とともに、「屋久島町まち・ひと・しごと創生総合戦略（第三期）」等の関連計画とも整合性を

保ち策定を行います。 

 

 

 

 

■第２次屋久島町男女共同参画基本計画の根拠法 

【男女共同参画社会基本法】 

第十四条 ３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該

市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以

下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 
  

第
２
次
屋
久
島
町

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

（
配
偶
者
暴
力
防
止
法
に
基
づ
く
市
町
村
基
本
計
画
、

女
性
活
躍
推
進
法
に
基
づ
く
市
町
村
推
進
計
画
、

困
難
な
状
況
に
あ
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
市
町
村
基
本
計
画

を
含
ん
で
策
定
）

そ
の
他

ま
ち
づ
く
り
、
健
康
、

福
祉
等

関
連
分
野

屋久島町長期振興計画

【根拠法】

男女共同参画基本法

配偶者暴力防止法

女性活躍推進法

困難女性支援法

【国の指針】

男女共同参画基本計画（内閣府）
市町村男女共同参画計画の策定の手引き

国の方針

第４次鹿児島県

男女共同参画基本計画

鹿児島県困難な問題を抱える

女性への支援基本計画

県の計画

屋
久
島
町
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
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（２）包含して策定する諸計画の概要 

国は、「市町村男女共同参画計画」以外にも男女問題や女性の活躍支援に関する法律等で、

市町村等に対して計画の策定を求めています。 

これらの計画は「市町村男女共同参画計画」に包含して策定しても良いとされていることか

ら、屋久島町では前述のとおり、第２次屋久島町男女共同参画基本計画に包含して策定するこ

ととします。包含して策定する各計画の概要と根拠法は以下のとおりです。 

 

■それぞれの計画の性質 

 計画名及び根拠法、策定指針 性質・主な内容 

一
体
的
に
策
定
す
る
計
画 

配偶者暴力防止法に 

基づく市町村基本計画 

◇配偶者からの暴力の防止と被害者の保護について、法・制

度、国の示す基本方針に基づき定める 

◇暴力の防止、通報や相談への対応、保護、自立支援等につ

いて被害者に身近な行政主体として取り組む 

女性活躍推進法に 

基づく市町村推進計画 

◇働く場面での女性の活躍を推進するために、地域の特性を

踏まえた施策をまとめた計画 

◇仕事と育児の両立や女性が活躍しやすい職場づくり等、企

業や女性にアプローチすることが求められる 

困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律に 

基づく市町村基本計画 

◇女性であることによって暴力や搾取の被害にあいやすい

ことや女性特有の健康問題、経済的困窮などのリスクがあ

ることから、それらの困難な状況にある女性を対象とし、

支援の内容や支援体制を定める 

 

【配偶者暴力防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）】 

第二条の三 ３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本

計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 

 

【女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）】 

第六条 ２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道

府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるも

のとする。 

 

【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律】 

第八条 ３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画

を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関す

る基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければ

ならない。 
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４ 計画の期間 

第２次屋久島町男女共同参画基本計画は、その計画期間を令和８年度（2026年度）から令和

17年度（2035年度）の 10年間とします。 

また、計画期間中であっても、状況の変化等により見直しの必要が生じた場合は適宜見直し

を行います。 
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５ 計画策定の体制 

本計画の策定に当たっては、町民参画により地域の課題と実情を反映することが重要である

ため、住民向けのアンケート調査を実施し住民の男女共同参画に関する意見を把握するととも

に、男女共同参画推進懇話会を開催し、計画の検討、審議を行います。 

 

 

（１）アンケート調査の実施について 

「第２次屋久島町男女共同参画基本計画」の策定にあたり、地域の男女共同参画をめぐる実

態を把握し計画策定の基礎資料として活用することを目的として、屋久島町の住民及び中学

生・高校生を対象に男女共同参画に関する考え等をうかがうアンケート調査を実施しました。 

 

 

①住民アンケート調査 

 

調査種別 調査対象者 調査手法 回答件数 

住民調査 

屋久島町住民基本台帳から 

18歳以上の町民 3,000人を 

無作為に抽出 

郵送での配付・回収 

及び 

ＷＥＢページでの調査 

全体   28.8％ 

（ 865件 

/3,000件） 

 

 

②中学生・高校生アンケート調査 

 

調査種別 調査対象者 調査手法 回答件数 

中学生・高校生 

調査 

屋久島町内の中学校、高等学校に 

在籍する全生徒 

合計 485名 

内訳：中学生 310名 

高校生 175名 

学校を通じた回答依頼 

ＷＥＢページでの調査 

全体   73.2％ 

（355件/485件） 

中学生 87.1％ 

高校生 48.6％ 
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【参考１】世界の過去の動向 

 

（ア）国際婦人年 

昭和 50年（1975年）、女性の地位向上を目指した世界的規模の行動を促すため、国連はこ

の年を「国際婦人年」と定めました。同年、メキシコシティーで開催された「国際婦人年世

界会議」において「世界行動計画」が採択され、昭和 51（1976）年から昭和 60（1985）年ま

でを「国連婦人の 10年」と宣言し、各種施策が推進されました。 

 

（イ）女子差別撤廃条約 

昭和 54年（1979年）、国連第３４回総会において「女子に対するあらゆる形態の差別の撤

廃に関する条約」（略称：女子差別撤廃条約）が採択され、女性差別をなくすために必要な措

置が定められました。 

 

（ウ）第4回世界女性会議での「北京宣言」及び「行動綱領」の採択 

平成 7年（1995年）９月に北京にてアジアで初めての開催となる、第４回世界女性会議が

開催され、「平等、開発及び平和のための行動」をスローガンに「北京宣言及び行動綱領」が

採択されました。「北京行動綱領」は、女性の人権に関する最も包括的で高い水準の国際文

書であり、女性のエンパワーメントに関するアジェンダとして 12 の重大問題領域（貧困、

教育と訓練、健康、女性に対する暴力、人権、メディア、環境、女児など）が設定され、政

府などが取るべき戦略目標と行動が示されています。 

 

（エ）第59回国連婦人の地位委員会 

平成 27 年（2015 年）に、「北京宣言及び行動綱領」の採択から 20 年にあたることを記念

し、「第 59 回国連婦人の地位委員会（北京＋20）」がニューヨークの国連本部で開催されま

した。 

その中で、「北京宣言及び行動綱領」実施の進捗が遅く、不均衡であることを憂慮し、具体

的な行動を取ることを表明するとともに、取組状況のフォローアップを行っていくこと等が

示されました。 

 

（オ）持続可能な開発のための2030アジェンダ 

平成 27年（2015年）に、「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」が国連で採択され、

前文において「すべての人々の人権を実現し、ジェンダー平等とすべての女性と女児のエン

パワーメントを達成することを目指す」とうたわれるとともに、アジェンダで設定された持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の 17 のゴールのうち、ゴール５として「ジェンダー平等と

すべての女性・女児のエンパワーメント」が掲げられました。 
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【参考２】国の過去の動向 

 

（ア）女子差別撤廃条約の批准 

昭和 56 年（1981年）、「女子差別撤廃条約」を批准するための諸条件の整備を最重点課題

とした「国内行動計画後期重点目標」が決定され、「男女雇用機会均等法」をはじめとする法

制面の整備が進められ、昭和 60（1985年）、日本は批准国となりました。 

 

（イ）男女共同参画２０００年プランの策定 

平成８年（1996年）、「第４回世界女性会議」で採択された行動綱領や男女共同参画審議会

から答申された「男女共同参画ビジョン」を受けて「男女共同参画 2000 年プラン」が策定

され、男女共同参画社会の実現に向けて国が取り組むべき施策が示されました。 

 

（ウ）男女共同参画社会基本法の制定及び男女共同参画基本計画の策定 

平成 11年（1999年）、男女共同参画社会の実現に向けての法的根拠となる「男女共同参画

社会基本法」が制定され、これに基づく法定計画である「男女共同参画基本計画」が平成 12

年（2000年）12月に策定されました 。 

 

（エ）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の施行 

平成 13 年（2001 年）、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下

「配偶者暴力防止法」）が施行され、都道府県の婦人相談所等において配偶者暴力相談支援

センターとしての機能を果たすことや、裁判所が保護命令を発することなどが規定されまし

た。 

 

（オ）改正男女雇用機会均等法の施行 

平成 19年（2007年）、改正「男女雇用機会均等法」が施行され、性別による差別の禁止範

囲の拡大や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止などが盛り込まれました。 

 

（カ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章等の策定 

平成 19 年（2007年）、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕

事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、官民一体 となって仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の実現に取り組むための指針が示されました。  
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（キ）改正育児・介護休業法の施行 

平成 21 年（2009年）、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指して、「育児・介護

休業法」が改正されました。従業員数１００人以下の中小企業については一部の規定の適用

が猶予されていましたが、平成 24年（2012年）７月１日より全面施行となりました。 

 

（ク）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正 

平成 25（2013 年）、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正さ

れ、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴

力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされました。また、法律名が「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められました。 

 

（ケ）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）の公布 

平成 27 年（2015年）、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（「女性活躍推

進法」）が公布され、地方公共団体や労働者 301 人以上の民間 事業主に対して、「事業主行

動計画」の策定・公表等が義務づけられ、平成 28 年（2016 年）４月に全面施行されること

になりました。 

 

（コ）政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行 

平成 30年（2018年）、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が施行され、

衆議院、参議 院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となる

ことを目指すことなどの基本原則などが定められました。 

 

（サ）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正 

令和元年（2019年）、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」が改正

され、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童

虐待と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・

協力すべき関係機関として児童相談所が法文上明確化されました。また、その保護の適用対

象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になりました。 

 

（シ）女性活躍推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び労働施策総合推進法の改正 

令和元年（2019年）、「女性活躍推進法」、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」及

び「労働施策総合推進法」が改正され、「事業主行動計画」の策定・公表の義務の拡大や、事

業主のハラスメント防止対策の強化などが定められました。 
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（ス）第５次男女共同参画基本計画の策定 

令和２年（2022年）、男女共同参画会議からの答申を受け「第５次男女共同参画基本計画」

が策定され、強調した視点として、「政策・方針決定過程への女性の参画拡大」などが盛り込

まれました。 

 

 

出典：第５次男女共同参画基本計画説明資料（内閣府男女共同参画室） 
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（セ）育児・介護休業法の改正 

令和３年（2021年）、「育児・介護休業法」が改正され、男性の育児休業取得促進のための

枠組の創設や育児休業の分割取得などが定められ、令和４年（2022年）４月から段階的に施

行されました。 

 

（ソ）ＬＧＢＴ理解増進法の施行 

令和５年（2023年）、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の

理解の増進に関する法律（ＬＧＢＴ理解増進法）」が施行され、性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進のための施策に関する基本理念や国及

び地方公共団体の役割などが定められました。 

 

（タ）困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行 

令和６年（2024 年）、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（以下「女性支援

新法」）が施行され、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本理念や国

及び地方公共団体の責務などが定められました。 

 

 

出典：内閣府男女共同参画室 


